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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを、株主をはじめとする顧客、従業員、取引先、地域社会等の多様なステークホルダーの立場を踏まえ、透明・
公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであると認識しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、事業の健全性を確保しつつ持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するための重要な
経営基盤と位置付けております。取締役会においては、経営の基本方針及び重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、経営陣に対する実
効性のある監督機能を発揮することにより、適切なリスク管理と迅速な経営判断の両立を図っております。

また、株主に対するアカウンタビリティ（説明責任）を十分に認識し、法令及び上場規則を遵守した適時・適切な情報開示を行うとともに、株主との
建設的な対話を通じて、経営の透明性及び公正性の向上に努めてまいります。

当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨及び精神を踏まえつつ、当社の事業内容、規模及び経営環境等を考慮した実効的なコーポレート・
ガバナンス体制の構築及び継続的な高度化に取り組むことにより、健全な企業統治の実現を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④　議決権行使プラットフォーム利用】

議決権電子行使プラットフォームの利用等については、機関投資家や海外投資家の状況を株主名簿及び実質的に所有される者についての調査
報告から確認し、株主数及び議決権数の比率等からその必要性を認める場合又は株主から要望があった場合に費用対効果等を考慮した上で導
入を検討する予定であります。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、持続的な成長と企業価値向上のため、性別や国籍、中途採用者であるかに関わらず、本人の能力や経験、実績を重視した優秀な人材を
積極的に登用しております。現在、中核人材の登用等における多様性について測定可能な数値目標の設定には至っておりません。しかしながら、
今後、中長期的な企業価値の向上に向け、数値目標の設定とともに、人材育成の方針と社内環境の整備状況について、開示することを検討して
まいります。

【補充原則３－１②　英語での情報開示・提供】

招集通知等の英訳は、外国人株主数の比率等からその必要性を認める場合又は株主から要望があった場合に費用対効果等を考慮した上、検討
してまいります。

【補充原則４－１②　中期経営計画に対するコミットメント】

中期経営計画を策定し、今後決算説明会等で進捗を説明する予定であります。また、中期経営計画の達成状況を分析し、株主に説明を行うととも
に、次期以降の計画に反映していく予定であります。

【補充原則４－１③　最高経営責任者（CEO）等の後継者計画（プランニング）の策定・運用

最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画（プランニング）については、具体的な計画を定めておりませんが、日々の会社経営及び業務運営等を
通して、後継者の育成に取り組んでおります。

なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）について、検討してまいります。　

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

社外取締役１名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか
ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役２名以上の選任について、当社の規模拡大に応
じて、柔軟に検討してまいります。　

【原則４－10①　任意の諮問委員会設置】

当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達していませんが、社外取締役１名及び社外監査役３
名を選任し、企業経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘
等を得た上で、指名・報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されております。

なお、今後は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置等について、当社の規模拡大に応じて、柔軟に検討してまいりま
す。　

【原則４－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成し
ております。また、監査役には、財務・会計・税務に関する適切な知見を有している者を１名、法律に関する知見を有している者を１名選任しており
ます。

【原則４－11③　取締役会全体の実効性についての分析・評価】

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うとともに、毎月開催される取締役会を
通じて、取締役会全体の実効性の向上に努めています。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

当社は、資本コストの把握等の現状分析、計画の策定・開示について今後検討を行い、資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、中期経
営計画策定とあわせて具体的な内容を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

現在、当社は政策保有株式を保有しておりません。

政策保有株式は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合に限り保有する方針としております。

また株式を保有する場合においても、取締役会で保有目的に伴うリターンやリスク等を総合的に勘案の上、保有を継続することへの適否を検証す
ることとしております。そのため、保有の妥当性がないと判断した株式については、売却を行うなど縮減を図る方針であります。

なお、議決権の行使は、個々の議案ごとに発行会社の株主共同の利益の視点と、当社の株主共同の利益に資するように総合的に判断のうえ、行
使するものとします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

取締役との取引を行う場合又は主要株主等との重要性の高い取引を行う場合には、取締役会の決議事項とし、取締役会において当該取引が会
社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないように担保しております。

また、役員に対し、自身及び近親者、代表となっている団体やその関連当事者との取引の有無を定期的に確認しております。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、特定退職金共済制度及び確定拠出型企業年金制度を採用しており、自らが運用を指図する企業年金制度を備えておりません。また、
今後導入する予定はありません。

【原則３－１　情報開示の充実】

(ⅰ) 会社の目指すところ（経営理念等）はHPで情報発信しており、経営戦略、経営計画も今後HPで情報発信を予定しております。

(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンス報告書で開示しております。コーポレート・

ガバナンスに関する基本的な考え方は、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業価値を最大化することとしております。

社外取締役１名及び社外監査役３名の選任、執行役員制度の導入などガバナンス体制の整備を推進しており、ディスクローズの充実を含めたス
テークホルダーに対するアカウンタビリティの充実など、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の強化を推進してまいります。

(ⅲ) 取締役及び監査役報酬の決定は、世間水準及び経営内容、従業員給与等を勘案して決定しています。取締役の報酬は、社内規程に基づ

き、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会の決議により決定しております。また、取締役４名(社外取締役を除く)及び執行役員
５名にストックオプションを付与しております。

監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役全員の同意により監査役会で決定しております。

(ⅳ) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたり、その経歴・経験に照らし、企業経営に必要な知識・能力を保有しているかを総合的に判断して取

締役会に提案し、慎重な審議の上、取締役会にて選解任を決議しております。

また、監査役の指名を行うにあたり、その経歴・経験に照らし、財務、法務等の知見を含めた経営陣の職務執行の監査に必要な知識・能力を保有
しているかを総合的に判断して監査役会の同意を得たうえで取締役会に提案し、取締役会の決議により指名しております。

(ⅴ) 取締役及び監査役の各候補者及び経歴等は株主総会参考資料に記載しております。

【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組の開示】

当社ではサステナビリティの実現に向け、精力的にSDGsの活動を推進しております。具体的な活動は、当社ウェブサイト「ＳＤＧｓへの取り組み」と
して開示しております。今後につきましても、積極的な情報開示と提供に努めてまいります。

（ＳＤＧｓへの取り組み）https://www.softtex.co.jp/sdgs

【補充原則４－１①　取締役会が経営陣に対し委任する範囲】

法令、定款及び「取締役会規程」において、取締役会の決議事項及び報告事項を定め、取締役会において企業戦略、その他の経営に重要な意思
決定及び業務執行の監督を行っています。また、経営に対する影響を勘案した上で重要性及び金額等の基準を設け、経営陣又は取締役会以下
の会議体に対し、権限の委譲を行っております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、豊富な知識と経験を有し、独立性、客観性が確保
されている最適な人物を独立社外取締役に選任しております。

【補充原則４－10①　任意の諮問委員会設置】

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。

【補充原則４－11①　取締役会の構成】

当社の取締役会は、取締役６名、監査役３名で構成しております。また、業務執行取締役については、担当業務・職務の遂行状況、人格及び能力
等を評価した上で指名を行っております。また、社外取締役及び社外監査役については、経営陣から独立した立場において、幅広い経験、専門的
知見又は企業経営に携わった経験をもとに、広い視野から経営に貴重な助言、意見等を頂ける方の中から指名を行っております。いずれの候補
者についても、年齢及び性別等を問わず、会社が持続的に成長するための企業経営に必要・貢献できる人材とし、取締役会の全体としての知識・
経験・能力のバランスを配慮しております。

【補充原則４－11②　取締役の兼任状況】

取締役及び監査役の兼任状況は、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載しております。

【補充原則４－11③　取締役会全体の実効性についての分析・評価】

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりです。



【補充原則４－14②　取締役・監査役のトレーニング方針の開示】

当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としておりま
す。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との建設的な対話を行うことが重要と認識しております。株主からの対話（面
談）の申込みについては、合理的な範囲で対応していきます。また、株主との建設的な対話を促進するため、経営企画部をIR担当部署として、決
算説明会、機関投資家及びアナリスト等の個別面談並びに取材対応等のIR活動を行っていきます。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

自社の資本コストや株価を意識した経営については、株式上場に伴い検討を行い、投資家との積極的な対話を実施できるよう準備を進めてまいり
ます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ソフトテックス従業員持株会 74,400 8.49

石黒　佳彦 72,500 8.28

太田　晃二 71,000 8.11

山本　哲士 40,000 4.57

近藤　久美子 30,000 3.42

名古屋中小企業投資育成株式会社 30,000 3.42

中島　拓穂 27,000 3.08

小島　浩幸 26,200 2.99

株式会社ミロク情報サービス 25,000 2.85

キムラユニティー株式会社 25,000 2.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

石黒佳彦の所有株式数は、オーバーアロットメントによる貸付株式数を含めております。なお、大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出し
の状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード、名古屋 メイン

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

押谷　幸廣 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者



d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

押谷　幸廣 ○ ―――

事業会社における豊富な経験と幅広い見識を
もとに、当社の経営を監督するとともに、当社
の経営全般に助言を与え、コーポレート・ガバ
ナンス強化に寄与いただくためであります。ま
た、証券取引所が定める独立性基準及び開示
要件に該当しておらず、一般株主と利益相反
の生じるおそれがないと判断したため、 独立役

員として選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、監査役監査、内部監査、及び会計監査人による会計監査の３つを基本としております。

監査役会は、会計監査人より監査体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見
の交換を行っております。また、常勤社外監査役は、監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査
役会に報告するほか、必要に応じて、会計監査法人の当社に対する指摘事項の把握をし、改善助言及び改善状況の確認を行うなど、会計監査
人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。

また、監査役会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の
交換を行っております。

さらに、監査役会は会計監査人及び内部監査担当を招聘して三様監査会議を年に４回以上の頻度で実施しております。

三様監査会議では、会計監査人、内部監査担当より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報
及び意見の交換を実施し、連携を図っております。

当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。その監査業務内容について、監査役会が会
計監査人と適時打合せを行い、企業の監査機能の実効性を高め、相互チェックによる牽制機能を発揮しております。

また内部監査担当との連携、とくに提供される情報は企業の健全なガバナンス体制と内部統制の実効性の確保および強化に極めて重要となって
おります。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

木村　裕史 他の会社の出身者

鈴木　秋和 税理士

平野　由梨 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

木村　裕史 ○ ―――

事業会社における豊富な経験と幅広い見識を
もとに、当社の経営者による業務運営が適正
かつ誠実に行われているか監督するとともに、
法令順守を確保し、コーポレート・ガバナンス強
化に寄与いただくためであります。また、証券
取引所が定める独立性基準及び開示要件に
該当しておらず、一般株主と利益相反の生じる
おそれがないと判断したため、 独立役員として

選任しております。

鈴木　秋和 ○ ―――

税理士として培われた専門的な知識・経験等
を、当社の監査体制に生かしていただくためで
あります。また、証券取引所が定める独立性基
準及び開示要件に該当しておらず、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないと判断したた
め、 独立役員として選任しております。

平野　由梨 ○ ―――

弁護士として培われた専門的な知識・経験等
を、当社の監査体制に生かしていただくためで
あります。また、証券取引所が定める独立性基
準及び開示要件に該当しておらず、一般株主
と利益相反の生じるおそれがないと判断したた
め、 独立役員として選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員４名のすべてを独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社取締役並びに従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることにより当社の社会的
信頼の向上を図ることを目的として、2018年６月の定時株主総会にて承認されております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役及び執行役員に対し、当社グループの業績拡大及び企業価値増大に対する意欲や士気を向上させ、当社グループの結束力を高
めることを 目的としたインセンティブプランとしてストックオプション制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役の報酬に関する情報について、株主をはじめとするステークホルダーの理解に資するよう、法令及び上場規則に基づき、適切な開
示を行っております。

取締役の個別報酬については、開示の在り方が経営の透明性及び取締役の職務遂行に与える影響等を総合的に勘案し、現時点においては、取
締役全体としての報酬総額の開示を行っております。

今後については、当社の事業内容、規模及び成長段階、ならびに株主及び投資家からの関心等を踏まえつつ、取締役報酬に関する開示の在り
方について、継続的に検討してまいります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員報酬については、株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定しております。

その報酬総額の限度内において、世間水準及び経営内容、役位、社員給与等を勘案した社内規程に基づき、取締役会で決定しております。

なお、2024 年６月 26 日開催の第 41 回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額 250,000千円以内（但し、使用人兼務役員の使用人

分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年額 50,000 千円以内となっております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役は管理部、社外監査役は常勤社外監査役がそれぞれサポートしております。

社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤社外監査役より監査役監査、会
計監査、内部監査の情報共有を促進しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１　株主総会

　　株主総会は、株式会社の最高意思決定機関として、会社法及び定款に定められた重要事項を決議する機関であるとともに、株主から直接ご
意見等を伺える重要なものであると考えております。

２　取締役会

　　取締役会は、経営の意思決定及び取締役の職務執行の監督、管理を行う機関であり、毎月１回開催される定時取締役会において、経営の基
本方針や法令及び取締役会規定で定められた経営に関する重要な事項を審議・決定するとともに、取締役相互の職務の執行の監督も目的として
おります。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の取締役は、代表取締役２名、取締役３名及び社外取締役１名の合計６名
で構成されており、取締役会には監査役も出席しております。

３　監査役会

　　監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準に基づき監査を実施しております。監査役は、取締役会への出席のほ
か、代表取締役との意見交換、取締役、執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、内部監査部門及び会計監査人との意見交換等によ
り、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。当社の監査役は、常勤社外監査役１名、社外監査役２名の合計３名で
構成されており、社外監査役は税理士が１名、弁護士が１名であります。

４　経営会議

　　経営会議は、毎月１回開催される定時経営会議において、取締役会への付議事項、あるいは部門長会議への付議事項のうちで、経営レベル
の意思決定が必要な事項について事前に協議するとともに、経営会議に権限委譲された事項について決定することとしております。

　　経営既会議は、取締役５名、社外取締役１名、常勤社外監査役１名で構成されております。

５　部門長会議

　　部門長会議では、毎月１回開催される定例部門長会議において、取締役会の付議事項について予め必要な協議を行うとともに、「部門長会議
規程」に定められている事項の協議決定を行うこととしております。

　　部門長会議は、取締役５名、常勤社外監査役１名、執行役員７名、部門長４名で構成されております。

６　三様監査会

　　三様監査会では、監査役、内部監査、会計監査人の各立場から、監査状況の情報交換を行うことによりコーポレート・ガバナンスの実効性が向
上することを目的としており、定期的に会合を開催しております。

　　三様監査会は、常勤社外監査役１名、内部監査担当１名、会計監査人で構成されております。

７　リスク・コンプライアンス委員会

　　リスク・コンプライアンス委員会の役割は、リスクに関わる事項として、リスクの識別、分析評価及びその予防と対応策の検討、リスク回避への
啓発・教育リスク回避への啓発・教育等を取り上げ、対応を決定しております。また、コンプライアンスに関わる事項では、重要事項の調査・企画・
立案、教育、研修の実施、行動規範に違反した者あるいはその疑いのある者についての事実究明のための調査及び審議、行動規範に違反した
者に対する懲罰委員会での審議の要否の決定などであります。

　　リスク・コンプライアンス委員会は、取締役５名（社外取締役は除く）、常勤社外監査役１名、執行役員７名、部門長４名で構成されております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記２．のとおり、社外取締役及び監査役による経営への牽制機能の強化や、上記各機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性
が十分に確保できるものと認識しているため、現在の機関設計を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
招集通知等作成事務の効率化を図り、HPへの掲示と併せて早期発送に努めてまいりま
す。

集中日を回避した株主総会の設定 多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催になるよう留意します。

電磁的方法による議決権の行使 株主数及び株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株主数及び株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 外国人株主数等株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシー(適時開示の基本方針)を制定し、HPへの掲載によ
り公表してまいります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家のニーズを鑑みて、検討してまいります。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的に開催する方針です。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 外国人株主数等株主の分布状況を考慮し、検討してまいります。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社HP内にIRコーナーを開設し、決算情報等適時開示時の内容等を適時、適
切に公開してまいります。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「社員行動規範」において、株主・投資家、販売先・仕入先、社員、地域住民、環境保護等
の視点で、当社および当社社員としてそれぞれの立場を尊重した行動規範を定め、推進し
ております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、未来の子供たちと地球にやさしい環境保護活動は企業として当然の使命とし、自
主的、積極的に行うこととしており、省資源、省エネルギー、リサイクル意識の向上のため
の施策を推進しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報開示の重要性が高まる社会におきまして、当社は、株主をはじめとするあらゆるス
テークホルダーに対し説明責任を果たすとともに、積極的なＩＲ活動を行うことでディスク
ロージャーを更に充実させ、経営の透明性の向上を図ってまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「人が主役の情報化社会づくりに貢献します」という経営理念のもと、技術のための
技術ではなく、人や社会のための技術という視点を重視しており、この実現を通じて、当社の持続的な成長とお客様から感謝される企業文化・風
土の構築を推進することとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業価値を最大化することとしております。

当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役は、経営基本方針の具現者として、法令及び会社の規程類を遵守し、常に社会的良識を持って行動しなければならない。

② 取締役会は、内部統制の構築とコンプライアンス体制の確立に努めなければならない。

③ 監査役は、会社法の定めるところにより取締役会に出席するほか、取締役が主催する重要な会議に出席をし、意見を述べることができるものと

する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 株主総会、取締役会の議事録、並びに報告書等の重要な書類（電磁的記録も含むものとする。）に　ついては、文書取扱規程に基づき適切に

保存及び管理する。

② 前項に定める文書の保存期間は、文書取扱規程に定めるところによる。保管場所については、文書取扱規程に定めるところによるが、取締役

または、監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務執行部門から独立した内部監査部門が、リスク管理体制の構築・運用状況について内部監査を実施する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月 1回の定例取締役会及び臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ

的確な意志決定を行う。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 経営基本方針を制定し基本理念を明確にするとともに、従業員へ向け配布する。

② 従業員は、法令及び会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、上司または管理部を事務局とする通



報窓口に速やかに通報しなければならない。

③ 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況及び業務の手続きと内容の妥当性に対して定期的に内部

監査を実施し、代表取締役に対してその結果を報告する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する事項

① 監査役または監査役会は、内部監査部門の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。

② 当該命令に基づき監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れる。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の命令に基づき監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の承認を得なければならない。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 監査役は、重要な会議に適宜出席をし、意見を述べることができるものとする。

② 取締役は、以下の情報について、速やかに監査役会に報告しなければならない。

　1）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合

　2）他の取締役の不正行為、法令・定款違反行為を発見した場合

　3）内部通報に寄せられた情報があった場合

③ 取締役、その他の従業員は、監査役が業務の状況について調査を行う場合、迅速かつ的確に対応しなければならない。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役または監査役会は、必要に応じ、取締役その他の従業員に対しヒアリングを実施することができる。

② 監査役会は、代表取締役社長とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

① 経営基本方針に従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係をもたず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行

わない。

② 不当要求等に対しては、警察等の外部機関と連携を図り、組織的に対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１　基本的な考え方

　　断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社に対する公共の信頼を維持し業務の適切性及び健全性確保のため
に不可欠であるだけでなく、当社の社会的責任を果たす観点からも必要かつ重要であることを認識しており、いかなる名目の利益供与も行わず、
反社会的勢力との係りを一切持たないことを方針としております。

２　反社会的勢力排除に向けた整備状況

　　反社会的勢力排除に向けた整備状況として、反社会的勢力対応規程を制定し、取引先に対する反社会的勢力調査を行うとともに、万が一の
反社会勢力による不当要求に備え、平素より顧問弁護士、警察等の外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力に関する情報の収集、管理
を行っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――






